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ハイチ革命研究序説 （ｍ）

－－ 奴隷蜂起とトゥサンｏルヴェルチュールー－

浜

　　　　　　

忠

　　

雄

　

はじめに

　

前々稿「ノ・イチ革命研究序説（１）－－黒人奴隷制， 法と現実－－」（本誌第３５巻第１号）および前

稿「ノ・イチ革命研究序説（１１）－－ プランテーションと奴隷－－」（本誌第３６巻第１号）における予備

的考察をもとに， つぎに， ハイチ革命の展開過程の検討に移るが， 本稿では， ハイチ革命の序曲と

なった１７９１年８月の奴隷蜂起を中心に扱うこととする
｛１）
。

註

（１） ハイチ革命の研究史については，のちに改めて整理を試みるつもりだが，以下に，筆者が依拠した研究文献の

　

うち， 主としてハイチ革命ないしトゥサン・ルヴェルチュールを主題としたものを列挙しておく （以後， 行論中

　

で引用する際は， 著者名とページのみを示し， 書名を省略する）．

　

ｊ，Ｒｅｄｐａｔｈ（ｅｄ．）， ｏ榔班初ＺＬ′○”〃〃““惚′

　

６２ｏｇｍｐ毎 αれｄ 賜わるＺｏｇｍめ勿，（１８６３，Ｂｏｓｔｏｎ，Ｒｅｐ．，１９７１，Ｎｅｗ

　

Ｙｏｒｋ）；１．Ｎ．Ｌｅｇｅｒ，品のれ ん好ゐ盗め”αれｄｄｄｍｃわな，（１９０７，Ｒｅｐ．，１９７０，ＮｅｇｒｏＵ，Ｐ．）；Ｔ．ＬｏｔｈｒｏｐＳｔｏｄｄａｒｄ，

　

Ｚ脳 Ｆ舵粥姦尺勿ｏＺ””ｏ“勿Ｓ鯛Ｄｏ徹勿ｇｏ １９１４，Ｂｏｓｔｏｎ，Ｒｅｐ．，１９７０，ＮｅｇｒｏＵ，Ｐ．）；Ｔ．Ｇ，
Ｓｔｅｗａｒｄ， 物品のＺ溺れ

　

兄８りｏ卿拘れ，ヱＺ鋭 加ヱ８０４，０γｓｉｄｅＺをゐおｏ”劫Ｂ
Ｆ惚”物 尺８のＺ霧Ｚｏれ，（１９１４，ＮｅｗＹｏｒｋ，Ｒｅｐ，，１９７１，ＮｅｗＹｏｒｋ）；

　

Ｊ．Ｇ．Ｌｅｙｂｕｒｎ，７Ｔ脳 鼠α訪ね７２Ｐｅｏかね（１９４１，Ｎｅｗ Ｈａｖｅｎ）；Ｃ，Ｌ，Ｒ．Ｊａｍｅｓ，
Ｔ脳 Ｂお次 超のるばれｓ． α‘ｓｓのれＺ乙’

　

０卿ｅ７１”粥 α”〆

　

劫ｅ Ｓαれ Ｄｏ伽すれ卯

　

尺８りｏ／”ｆｉｏ”，（１９３８，２ｎｄｅｄ．，１９６３，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ）；Ｒ．Ｋｏｍｇｏｌｄ，ＣＺＺＺ彩れ

　

苫ｏ鴻ｓのれ乙（１９６５，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ）；Ｅ．Ｃ． Ｍｉｃｈｅｌ，乙α 尺ｅの／“あれ

　

猛の『如”αｙ

　

ｓα鰯ｏ

　

Ｄｏ粥彰ｇｏ，（１９６９，Ｓａｎｔｏ

　

Ｄｏｍｉｎｇｏ）；Ａ．Ｃａｓａｉｒｅ，Ｚｏ婚ｓの可 Ｌ賜りβ“”舵．乙α
尺参り〆のめれＦ焔郷α声ｅ湯 をＰｍ秘彦朔８のめ”ね （１９６２，Ｐａｒｉｓ）；

　

Ｒ．Ｓｙｍｅ， ｏ”ｓｓのれちＺ庇 弱α々 ＺＺｂｅｍわ （１９７１，Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ）；ＧｅｏｒｇｅＦ．Ｔｙｓｏｎ，Ｊｒ．， の鯖α勿ＺＬ’○例ｅ““柁，

　

（１９７３，ＮｅｗＪｅｒｓｅｙ）；Ｔｈｏｍａｓｏ，ｏｔｔ，
Ｔ脳 賊冴Ｚ溺れ兄βのＺｚ‘”ｏ”，ヱ２８９－ヱ８０４，（１９７３，ＴｅｎｎｅｓｓｅｅＵ．Ｐ．）

　

わが国でも，ハイチ革命のことはトゥサン・ルヴェルチュールの名とともに， 近年ようやく多くの人に知られ

　

るようになってきており， 例えば， 吉村徳蔵・黒羽清隆・宮原武夫・梅津通郎『授業の役にたつ話・歴史のとび

　

ら』（日本書籍，１９８２年）は， 中学・高校の歴史教材のひとつとして，「黒人奴隷とフランス革命－－ハイチの呼

　

び」を紹介するに至っている． しかし， ハイチ革命に関する本格的な研究は得られておらず， ラテン・アメリカ

　

史の概説書などで割かれる分量も多くはない．邦訳書では，Ｅｏウィリアムズ『コロンブスからカストロまで－－

　

カリブ海域史，１４９２一１９６９』Ｑー１北稔訳， 岩波書店）中の「くたばれ， 植民地主義も奴隷制も－－ハイチ革命」

　

（邦訳（１），３０７～３３１頁）が最も詳しいが， 政活過程の叙述はやや物足りない． 児童文学の領域になるが， トゥサ

　

ンソレヴェルチュール伝として， 古くは，「黒偉人」（『少年園』，明治２３年１１月， 第５巻第４９号別冊付録，著者

　

不詳）が， また近くは， 乙骨淑子『八月の太陽を』（理論社，１９６６年， 愛蔵版１９７８年）がある． 前者は明治期の

　

日本人によるトゥサン像として興味深いし， 後者も， 人物名の表記方法や奴隷蜂起を「１７９２年８月２２日の夜」と

　

している点（愛蔵版２１頁． おそらく， 前出「黒偉人」における記述がそうなっている（８頁）のをそのまま踏襲

　

したものと思われる），あるいは， フランスによる黒人奴隷制の廃止をルイ１６世処刑（１７９３年１月２１日）の直後

　

としている点（４４頁）など， いくつかの誤まりを含むとはいえ， 一読に値する力作である． 外国文学の翻訳では，

　

アンナ．ゼーガースの 『ノ・イチの３人の女』（ＤｒｅｉＦｒａｕｅｎａｕｓＨａｉｔｉ），『ノ・イチの宴』（ＨｏｃｈｚｅｉｔｖｏｎＨａｉｔｉ）
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の両作品（いずれも， 新村浩・初見昇・井上正篤訳『ノ・イチの物語』， 明星大学出版部，１９８４年に収録）が黒人奴

隷制植民地社会とハイチ革命の様子をよく伝えており，また初見昇「史実の発掘－－『ハイチの宴』」（道家忠道・

上野修・長橋芙美子他『アンナ・ゼーガースの文学世界』， 三修社，１９８２年所収）は， 作品解説の域をこえて， ひ

とつの「ノ・イチ革命論」となっており， 重要である． ハイチ革命に言及しながら， 今日のハイチにおける貧困の

問題を論じたものとしては， 緒方靖夫「ハイチ取材ノート－－ 『黒人スパルタクスの乱』，黒人最初の共和国か

ら世界最貧国へ」（日本共産党中央委員会出版局『世界政治』，Ｎｏ．６６８，１９８４年５月上旬号，１７～２４頁）が， 簡に

して要を得ている．

　

なお， フランス革命議会における植民地問題あるいはハイチ革命への対応については， 旧稿「フランス革命の

植民地問題－－黒人奴隷制の廃止をめぐる論争－－」（『歴史学研究』， 第４１９号，１９７５年）における考察と重複

する箇所があることを， あらかじめおことわりする．
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図１ 北部州の主要地名

　

１

　

１７９１年８月の奴隷蜂起

　

１７９１年１０月２７日午前，フランス革命の国民議会において一通の書簡が書記官によって朗読され

た。 書簡は， ヴォージュ県選出の代議員フランソワ・ ドゥ・ヌフシャトォが国民議会に宛てたもの

である（１も

　　

「昨日， ボルドーから， サン＝ドマングの黒人が蜂起したとの悲しいニュースを受けとった。

　

ここに， 植民地全体議会 〔後述参照－－筆者， 以下も同じ〕 がし・ケーユ市 〔サン＝ドマング南

部の州都〕当局に宛てた８月２５日付の手紙の写しを添付する。 この手紙の内容については， ボル

　

ドーの貿易商人アカール氏所有の《フェルム号》 の船長ランジュヴァン氏が確認しているところ

　

である。 この蜂起がどうして起ったかを詮索している場合ではない。 サン＝ ドマングとフランス

　

を救うことが問題である。 植民地の危機は国民の危機である。 サン＝ドマングは， こうした戦争

　

に長期間耐えうるだけの十分な軍隊を持っていない。 私は， ただちに植民地委員会を開催して，
適切な方策を国民議会に提案すべきだと考える。かかる重大な状況下にあっては，一刻も時を失っ

２０
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図２

　

１７９１年８月の黒人蜂起 （当時の図版）

（出典）Ｇ．ＨａｎｏｔａｕｘｅｔＡ．Ｍａｒｔｉｎｅａｕ，丑愈ｏかｅｄｅｓＣｏわれＺＢＳＦｍ郷α盤ｓ
鑑 ｄＢＺ’ａ物の２ｓ幻”〆ｅ 超 Ｆｍ”ｃｅ 加”ｓ

　

を ＆言の２４８，（１９３０－１９３３，
Ｐａｒｉｓ），ｔ．１，ｐ，５１４

てはならない。」

つづいて，「植民地全体議会がしｏケーユ市当局に宛て
た８月２５日付の手紙」も朗読された。

　　

「とり急ぎ， この数日私どもを悲しませている残酷で不幸な出来事につい
てお知らせします。

数日来， 相当数の奴隷ニグロが婿集しております。
彼らは， 通過するいたる所で火を放ち， 白人

を片端から惨殺しているのです。 ルケー地区とランベ地区が， この謀叛の中心になっています。

情勢からして， この陰謀は植民地の全域に拡がること必至と察せられ
ます。 すでに， ルｏカップ

　

〔北部の州都〕の愛国的第一線部隊を出動させました。最新の情報によると，一度の攻撃で１００人

のニグロが殺され， 逃げた者も目下追撃中とのことです。 貴下にお
かれては， 現在われわれを悩

　

ませている災禍から免れるため厳重なる監督をなす必要を察知いただけたかと存じます。 本書状

に認めましたこの事件につき， すべての行政区（ｐａｒｏｉｓｓｅ）に報知する余裕がありませんので，
本

書状の写しを各行政区に送付していただきたくお願いいたします。全体議会成員。署名，議長ジュ

ベール， 書記アルディヴィリエール」

　

これが，８月２２日夜に始まったサン＝ドマング黒人の蜂起について，フ
ランスの国民議会が得た

最初の情報である。 蜂起からすでに２ヶ月以上経過した時点である。 ただちに， 植民
地委員会と海

上委員会の合同委員会が召集されたが， 新らたな情報は得られず， 国民議会には次のように報告
し

たにとどまる。 －－ サン＝ドマングの軍隊は 「アルトワ大隊」，
「ノルマンディー大隊」， 「ル・カッ

プ連隊」，「砲兵隊」 など総勢１，５００である。 武装コロンで
編成される国民軍は植民地全域に散在し

ているため， にわかに集結するのは困難であろう。 総督からの公文書は
まだ届いていない。 報告が

ないのは， あるいは， 深刻な事態ではないということかも知れない（２）。

　

しかるに， プランシュランド総督からの最初の公文書報告で
ある，「９月２日付， ル・カップ発，

海上大臣宛書簡」が国民議会に届いた。１１月８日のことである。 いささか長文になるが，
奴隷蜂起
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の様子を伝える数少ない史料のひとつなので， 引用しておきたい
（３）

　

「私は， この急送公文書を大臣に送るにあたって， ジャマイカに向けて出帆する船を利用して，

　

イギリス経由でフランスに届けてもらうようにしました． 私は， 私たちが遭遇している恐ろしい

　

不幸について報告しなければなりません．

　

去る８月２２日， 私は北部州議会〔後述参照〕の要請で， 前夜警備隊が逮捕した数人の白人と有

　

色自由人 （ｐｅｒｓｏｎｎｅｓｄｅｃｏｕｌｅｕｒ） の供述に立合いました． 彼らの供述から， 私は， とくにル・

　

カップに対して陰謀が企まれていると確信しました． ただそれが， 白人によるものか， 混血児ま

　

たは自由黒人によるものか， はたまた奴隷によるものかは， 正確に判断できませんでした． 当夜

　

はル・カップの居住地 （ｈａｂｉｔａｔｉｏｎ） への放火の話でもちきりでした． この町では放火がくり返し

起こり， それが白人を虐殺する合図となること必定でした． この恐ろしい陰謀を知って， 未然に

不幸を防止する方策がとられました．２３日の朝， 多数の住民が田舎の居住地を逃れてル．カップ

　

に避難してきました． 彼らが告げたところによると， 多数の労働群 （ａｔｅｌｉｅｒ） が蜂起し， 多くの

　

白人が殺され傷つけられたとのことでした． 私は， ル・カップ駐在の榔弾兵中隊に命じ， また愛

　

国的竜騎兵を呼集して， プレーヌ・デュ・ノールのノエ （Ｎｏ

　

の居住地に派遣しました． 私は，

　

各隊の隊長に， 労働群をその義務に復させるに適当と判断される措置をとるように命じました．

　

州議会は州議会で， 同じ目的から， ル・カップの近くのオー・デュ・カップに騎兵と志願兵を派

　

遣しました． 私は， ル・カップ駐在の分遣隊にアキュル湾の哨所を占領させました．

　　

こうした処置をとったことで町は少し平静をとり戻したものの， 黒人たちがいくつもの居住地

　

に火を放ち， プレーヌ・デュ・ノールを奪取したとの情報で， 再び混乱に陥ってしまいました．
千名もの黒人が集合し， その数はどんどん増え続けているとも言われました． 私は， アキュル湾

　

に２日間駐留した分遣隊を増強させました． しかし， さまざまな労働群が蜂起に合流していると

　

の情報を得ました． 全体議会と州議会が私に証言したところによると， ル・カップには８千ない

　

し１万の雄のニグロ （ｎｅｇｒｅｓｍａｌｅｓ） が住んでいることが最大の脅威でありました． こうしたこ

　

とから， 私はアキュル湾の分遣隊を召還してル・カップを包囲させることにしました． この移動

　

の間に約５０人の黒人が殺されました． ル・カップで開催されたサン＝ドマング全体議会は， 北部

州が最も危険な状態にあるとの判断から，また愛国的軍隊が指令官を信頼していないと知らされ，

　

そして， そのような精神状態では， 軍隊の団結がなによりも必要な時に， 軍隊を無気力にしてし

　

まうとの判断から， 私に， 公共の安全が求めることを準備し， そのために必要となるあらゆる命

令を発する権限を与えました．〔以下で，総督がとった軍事的方策が述べられているが，省略する〕」

途中だが， いくらかコメントする． 蜂起の経緯を正確に再現するのはきわめて困難だが， のちに

ギャラン・クーロンが作成した 『サン＝ドマングの騒憂に関する報告』（共和暦第５年） によって，
プランシュランド報告と重複しない範囲で， 補足しておきたい．

　

「８月１１日にシャボォなる人物が所有するプランテーションに放火したとの容疑で，８月２０日

　

に逮捕された黒人奴隷のフランソワは次のように供述した．

　　　

８月１４日の日曜日， モルヌ＝

ルージュにあるル・ノルマンのプランテーションでニ グロの代表者の集まりがもたれた． そこに

　

は， ポール＝マルゴ， ランベ， アキュル， プチ＝タンス， プレーヌ・デュ・ノール， カルチエ・

　

モラン， モルヌ＝ルージュなどの地域にあるプランテーションからそれぞれ２名の代表が集まっ

　

た． 目的は， かねてから計画していた蜂起の日取りを決めることだった． 初め， その夜に決行す

　

るという意見が強かったが，準備に時間が必要だということで，８月２２日の夜にすることになっ

た（４）」

２２
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この集会のことを， 普通， 「カイマン森の誓い」（ｓｅｒｍｅｎ
ｔｄ‐ｕＢｏｉｓＣａｉｍａｎ） と呼んでいる

（５｝
， 別

の供述によれば，集まった代表者はいずれも「監督者」（ｃｏｍｍｅｎ
ｄｅｕｒ）で，その数２００名ともいう

（６）

（とすれば，おおよそ１００のプランテーションが
集結したことになる）が，真偽のほどは判らない

（７）
．

もとより， 奴隷によるこのような集会 （集合） は， 黒人
法典をはじめとする治安立法が厳しく禁止

し， 厳罰の対象としてきたものである
（８）
． しかるに， かなり広範囲な（フランソワ

の供述に従えば，

集合地を中心に半径２５ないし３０キロメートルにも及ぶ） 地域から， 相当数の代表者が取締りの網

をぬって集結し成功的に集会を開催するには， それ自体， きわめて周到かつ綿密な計画と準備
を要

したろうこと （日曜日の夜が選ばれたこともそのひとつだが） は想像に難くないが， 実際にどのよ

うな手だてが取られたかまでは定かでない。ともあれ，８月２２日の蜂起が計画的な
ものであったこ

とは間違いない．

　　

「８月２２日， 夜１０時． アキュルで行動が開始された．
チュルパ／フラヴィルが所有するプラ

　

ンテーションを脱出した奴隷たちは，近くのクレマンの
プランテーションの奴隷と合流， ここで，

　

ブックマンとオーギュストを指揮官に選び， ついでトゥルメのプランテーション， ノエのプラン

　

テーションへと移動していった。 ノエの
プランテーションでは管理人

（９）と製糖場主を殺害し農園

　

に火を放った． ランベに偵察に来ていた兵
士がアキュルの方角に火の手があがるのを目撃してい

　

る． 蜂起は， 「療原の火」 そのままに， ランベ， ポール＝マルゴ， プチ＝タンス， カルチエ・モラ

　

ン， リモナード， プレザンス， プレーヌ

　

ｏデュ・ノールに拡大し， ル・カップの近郊は炎に呑み

　

こまれ， その炎はル・カップから真昼でも赤々と見えたという．２３日の朝までに殺害されたプラ

　

ンテーション所有者，管理人，製糖場主は３７名に達した．他の白人も
逃げ遅れた者はほとんど殺

　

されたが， 奴隷に慕われていた白人で死を免がれた者
もあった。 蜂起した黒人はル・カッ

プへと

　

向かった。 その数１２，０００人から１５，０００
人であったが， パニックに陥ったルｏカップの住民は４

　

方とも５方とも噂し合った． 奴隷の３分の１は
プランテーションで奪った銃を持ち， その他の者

　

もさまざまな労働用具で武装していた． ル・カップに至る道路はほとんどが遮
断された． そのた

　

め， 植民地議会に出席のため西部州のレオガンヌからル・カッ
プに向った議員はスペイン領を経

　

由しなければならなかったほどで，そのうちの２人はル・カップ到着前に奴隷の激怒の犠
牲となっ

　

た． ……９月末までに北部州では， 砂糖園が２００， コーヒー園６００が破壊された（ｉｏ）．」

　

１７９１年８月の蜂起の中心人物として， ブックマン， ピアス－， ジャン・フランソワらの名が知ら

れている。 とくに， ９月初めに捕えられた
ブックマンは，「叛徒の首領ブックマンの首」と表示され

てル・カップの広場に晒されたという． もともとジャマイカからの逃亡奴隷であったブックマンは，

前々稿にふれたように， アフリカにおける精霊信仰に起源をもちサン
＝ドマングの黒人奴隷の間に

深く浸透していたヴードゥー教の第１の祭司 （ｐａｐａｌｏｉ）と目された人物であった． この 熟ま， ８月

の蜂起の性格を知るうえで重要である。 従来の抵抗運動の
主流をなしたのは，「マカンダル事件」に

代表されるように， 逃亡奴隷による小規模でかつ散発的な「反
抗」 であって， 今回のような大規模

な奴隷の蜂起はまったく知られていない｛
１１）
．しかるに，ヴードゥー教のもつ宗教的影

響力は，今や，

黒人奴隷を集団的・全域的な蜂起へと組織する決定的な原動力となったのである
（１２）
．

　

さて， 再びプランシュランドの報告書に戻ろう。

　　

「２４日， 私はスペインの司令官ニュネス，
ペピンの両氏に援助を求めるため書簡を認め， 皮ら

　

の指揮下にある軍隊を国境周辺に進軍させるよう， またフランス軍からの求めがあったときは，

　

これと合流するよう要請しました。 また， 私は両司令官に 〔ス
ペイン領〕 サント・ドミンゴ総督

　

宛の書簡を託し， われわれの不幸について知らせるとともに， フランス
・スペイン両国間に締結

　

された条約の第９条（１３）に基づき援軍を派遣するよう懇請した．……また同日，私は〔イギ
リス領〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３
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忠

　

雄

　

ジャマイカ総督およびアメリカ合衆国大統領に書状を書き， 援軍を要請した． これは， 植民地議

　

会の決定に従ったものであり， 植民地議会も別途にジャマイカと合衆国に対して同様の要請をな

　

すべく特使を派遣した． 返答はまだ到着していない． ただペピン氏からは， ただちに軍隊を国境

　

に集結させ， 命令があり次第フランス領に進駐される旨， 約束してきた． しかし， この援軍はき

　

わめて少数である． ……

　　

植民地議会は， 植民地がきわめて危険な状態にあり， とくにル・カップ周辺では労働群が全面

　

的な蜂起状態にあることにかんがみ， また， 災禍が荒れ狂い， この上なく恐ろしい様相を帯び始

　

めているとの判断から， 愛国軍の危難と辛苦を共有したいとの有色自由人の申し出を受けて， 彼

　

らの援助を受け入れることにした． 彼らは忠誠の証しとして妻子をわれわれに預けたのだった．

　

目下の状況にあって賢明なこの措置は，私に，反乱を鎮圧できる望みを与えるものでした．実際，

　

彼らは奴隷を恐れ， 奴隷の気質というものを熟知しているから， 奴隷の計画を思いとどまらせる

　

ことができるであろう．彼らはまた， 愛国軍にとってなによりの慰めでもある．〔以下で，再び各

　

地での作戦行動が述べられている． 省略〕

　　

私は， 貴下に， 私がジャマイカに対して銃６千丁， 小銃１千丁， サーベル１千本を要請したこ

　

とについて報告しなければなりません． 私たちの兵器庫には， 火薬と弾丸がまだ蓄えがあるほか

　

は， ほとんど何もない状態です． すぐに補給していただきたくお願いする次第です．

　　

今日のところは， 私たちが必要としているものすべてについてお知らせすることができません

　

が， あらゆるものが無限に必要になっています． 兵器庫には銃も小銃もサーベルもないのです．

　

……さしあたり， 銃を１万５千丁， 小銃６千丁， 規律ある兵士を６千人， 戦艦３隻， 警備艦と護

　

衛艦を各２隻， 騎馬用鞍６千， 手綱６千をお送りいただきたい． 以上， 蜂起が３つの州に拡大し

　

たときに必要になるものの， おおよその見積りであります． 署名， プランシュランド」

　

ここで注目したいことのひとつは，公文書報告の作成までに１０日間の時日を要しているにもかか

わらず， 他方， 蜂起から２日後の時点ですでにスペイン領サント。ドミンゴ， イギリス領ジ
・
ャマイ

カ， アメリカ合衆国に対して援助要請がなされていることである（１４）． とりわけ， 植民地市場の覇権

をめぐってフランスと対抗関係にあるイギリスに対して， ほとんど騰賭することなく援助を求めて

いるのは， 利敵行為の謡を免れないところである． 事実， ジロンドの領袖ブリッソは１７９１年１２月

１日の国民議会において，「諸君，いまやヴェールを剥がねばならない．罰すべきは黒人の反乱では
なく， 白人の反乱なのである」 と演説し，「フランスを裏切った」「売国的」 全体議会の解散と， 全

体議会の主要メンバーおよびプランシュランド総督の本国召喚を提案することとなる｛１５｝．

　

もうひとつ， 奴隷蜂起の鎮圧のために有色自由人の側から白人との提携が提案された事実にもあ

らかじめ注意を喚起したい． だが， その点に関しては， のちにサン＝ドマングの階級構成を論ずる

際に改めて問題にする．

　

ところで， ８月２２日の夜に開始された蜂起に， いったいどの程度の黒人奴隷が加わったものか．
皮ら自身の手になる史料が皆無のため， ここでも， もっぱら白人コロンや植民地議会による私信や

報告書に－－それも数多く得られるわけではないが－－頼るほかないが，管見しえた１７９１年末ま

での断片的史料を列挙することで， 一応の目安を得ておきたい．
”） 「５万人の黒人が蜂起し， 白人３００人が虐殺され，２１８の居住地が焼失した」（１７９１年１１月

　

５日ボルドーの住人ラビー・プュ・モロオに届いた私信． 発信地．月日とも不詳（１６｝）

（口） 「１０万人の黒人が蜂起し，２００以上の砂糖園に火が放たれた」（サン＝ドマング全体議会から

　

国民議会への報告． 発信月日不明． 国民議会には１１月１６日に到着
（１７））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ママ）
◎

　

「北部州でニグロが蜂起した８月２３日以来， 私たちはみな， 死とこの上なく恐ろしい苦しみ

２４
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に直面しています。 私たちは， 火と合口と毒に包囲され， 追いたてられております． 蜂起した１５
万人以上のニグロは私たちの財産と生命を左右する鍵を握っているのです」（１１月１日付，フォー

ルｏドーファン発。 エチエンヌ・カミュからジャン＝バチスト。エケヘの私信（１８））

⑧ 「依然として全容をつかめませんが， 少なく見積っても， 蜂起した黒人は５万人以上になり，

　

白人が千名以上も殺されました。損害額は４億リーブルにのぼるものと思われます」（１１月２９日

付， ル・カップ発。 国民議会が派遣した特使からの報告
（１９））

研究文献における叙述も， ５万人，１０万人などとまちまちである
｛２０〉
。 しかし， 仮りに蜂起に合流

した黒人を控え目に５万人としても， それは， 北部州の黒人奴隷人口約１７万人（モロ。ドウ。サン＝

メリによる（２１〉） の３割ということになるのであり， まことに驚異的な （少なくとも筆者にはそう思

える） 規模であった。

註

（１） Ａ冗腐りβｓＰα〃β’“〃％云のだｓｄｅヱＺ８７αヱ８６０．尺α““／の粥がβＺｄｅｓｄ彦卿な／亀冠の於郷汐〆前々 隙ｓｄｇｓＣ卿ｍｂ舵ｓ，

　

ｆｏｎｄきＰａｒＭａｖｉｄａｌ，ＬａｕｒｅｎｔｅｔＢ１ａｖｅｌ，ｌ
ｅｒｓｅｒｉｅ（１７８７一１７９９），ｔ．ＸＸＸ１Ｖ，ＰＰ．４３７－４３８

（２） 妨羽．，ｐｐ，４５５－４５６

（３） あす〆．，ｐｐ．６９６－６９８

（４） ＧａｒｒａｎＣｏｕｌｏｎ，尺のめｏ“ｓ”γ′βｓＺｍ”ｂ廓 ｄｅｓの鰯－Ｄｏ粥勿ｇ粥 ａｎＶ，Ｐａｒｉ ，ｔ．１１，ｐｐ．２１１－２１２

（５） 研究者によっては，この８月１４日の集会についてふれていないものもある（例えば，ｌａｍｅｓ，Ｔｙｓｏｎ，ｏｔｔなど）．

　

筆者は， Ｌｅｇｅｒ，ｐ．５０；Ｋｏｒｎｇｏｌｄ，ｐｐ．６７－６８，３３１；Ｓｔｏｄｄａｒｄ，ｐｐ．１２９－１３０；Ｓｔｅｗａｒｄ，ｐ．２４；Ｍｉｃｈｅｌ，ｐｐ，４０－

　

４１などを参照． なお， Ｃｅｓａｉｒｅ，ｐ．１７８は 「カイマン森の誓い」 を８月２２日の夜のこととしているが， これはお

　

かしい．
（６） Ｃｏｕｌｏｎ，ｏの．ｃＺＺ．，ｔ．１１，Ｐ．２１２

（７） Ｋｏｒｎｇｏｌｄ，ｐ．６８は， この，２００人の 「監督者」 という供述の真実性に疑問を呈している．
（８） 筆者前々稿，１１～１２頁参照．
（９） ノエのプランテーションの管理人を殺害したという記述には疑問が残る． 管理人のベョン・ドゥ・リベルタは

　

当日ルリカップに出向いていて不在だった（後述も参照されたい）．
（ｌｏ） Ｃｏｕｌｏｎ，ｏｐ．ｃ江，ｔ．１１．ｐｐ．２１２一２１８．北部州の農園数は， ＭｏｒｅａｕｄｅＳａｉｎｔ－Ｍｅｒｙ，Ｄｅｓｃれかあれ云０脚ｇｍめ廟塑ｅ，

　

ｐ毎ｓ毎解，ｃれ弘 Ｐｏ腐勾粥 所

　

ゐゐＺＤ“ｑｚ‘ｅｄｅ

　

超Ｐα戒８ゑα燭α盤

　

αｅ

　

Ｚ’左′ｅ

　

ｄｅｓα勿 Ｄｏ伽勿ｇ”８，（１７９７－１７９８，
Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉｅ），ｔ．１，ｐ，１０６によれば， 砂糖園２８８， コーヒー園２，００９であった。 奴隷蜂起から１ケ月余りで砂糖

　

園の７割，コーヒー園の３割が破壊されたことになる．北部州の砂糖園はサン＝ドマング全体の中でも重要な比

　

重を占めたから，この影響は大きく，フランス本国では１７９２年初頭には，砂糖不足のため暴動が頻発することに
なる．

（１１） Ｇ．ＭｉｄｌｏＨａｌｌ，ＳｏｄαＺのｍの””ｓな鑑〆伽如”ｏ”ｓｏｄ鑑ね．Ａの伽めα禽伽ｑｆｓ云，Ｄｏ朔勿ｇ粥 伽ｄＣ“卿 １９７１，

　

ＢａｌｔｉｍｏｒｅａｎｄＬｏｎｄｏｎ），ｐ．６２． また， 筆者前々稿，１２～１３頁も参照されたい．
（１２） 蜂起した黒人奴隷たちは， 集会や行軍の際に， 次のような歌を口にしたといわれる．

　

《Ｅｈ！Ｅｈ！Ｂｏｍｂａ！Ｈｅｕ；Ｈｅｕ！／Ｃｏｎｇａ，ｂａｆｉｏｔｅ！／Ｃｏｎｇａ，ｍｏｕｎｅｄｅｌｅ！／Ｃｏｎｇａ，ｄｏｋｉｌａ／Ｃｏｎｇａ，ｌｉ！》

　

アフリカ・コンゴに起源を有するもののようだが，いまだ定訳は与えられていないＪａｍｅｓ，ｐ．１８では，《Ｗｅｓｗｅａｒ

　

ｔｏｄｅｓｔｒｏｙｔｈｅｗｈｉｔｅｓａｎｄａｌｌｔｈａｔｔｈｅｙｐｏｓｓｅｓｓ；ｌｅｔｕｓｄｉｅｒａｔｈｅｒｔｈａｎｆａｉｌｔｏｋｅｅｐｔｈｉｓｖｏｗ》と訳出されて

　

いる．
Ｃさｓａｉｒｅ，ｐｐ．１７８一１７９は，《Ｅｈ，ｓｅｒｐｅｎｔＭｂｕｍｂａ／Ａｒｒｅｔｅｚｌｅｓｎｏｉｒｓ／Ａｒｒきｔｅｚｌｅｓｂｌａｎｃｓ／Ａｒｒｅｔｅｚｌｅｓ

ｎｄｏｋｉ（＝ｓｏｒｃｉｅｒ）／Ａｒｒｅｔｅｚｌｅｓ》（Ｍｇｒ．Ｇ．Ｃｕｖｅｌｉｅｒによる訳） および《Ｅｈ！Ｅｈ！Ｂｏｍｂａ！Ｅｈ！Ｅｈ！／Ｊｅ

　

ｃｏｎｊｕｒｅｌｅｓｎｏｉｒｓ！／Ｊｅｃｏｎｊｕｒｅｌｅｓｂｌａｎｃｓ！／ｌｅｃｏｎｊｕｒｅｌｅｓｅｓｐｒｉｔｓ！ＡＩ１ａ／Ｃｏｎｊｕｒｅ－ｌｅｓ！》（ｏｒｔｉｚによる訳）

　

の、ふたつの訳例を紹介している．
Ｑめ

　

ここにいう、 フランス・スペイン間の条約とは，１７７７年６月３日のそれであろう．この条約は主として逃亡奴
隷の相互送還について定めたものだが， 第９条では，「〔エスパニョラ〕島の防衛は共通の利益（ｃａｕｓｅ）である」

　

として， 仏領サン＝ドマングと西領サント・ドミンゴの一方が，不慮の戦争または攻撃を受けたとき， もう一方

　

は，人員，金銭，軍隊，軍需品，食糧その他の必要物資の援助を与えることをうたっている．参照，Ｓａｉｎｔ－Ｍｅｒｙ，
ＬＤ衣鑑ｃＤ欄筋ｚ‘Ｚ２０％ｓｄｇｓｃｏ／ｏ”〆榔膚醐釦ＺｓｇｓｄｇｒＡ粥β“ｑ”ｇｓｏ”ｓを ”ｅ鱒（１７８４一１７９０，Ｐａｒｉｓ），ｔ．Ｖ，ｐｐ．７７１－

　

７７７
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Ｑ４） 植民地議会の議事録によれば，なによりもまず本国に報告すべきだとい
う議論はなかったという．Ｃｏｕｌｏｎ，ｏｐ．

　

ｄんｔ．ＩＬｐｐ．２１８ｆ

（１５） Ａ冗脳僻ｓＰ解迄侃貌加ぜ柁ｓ，ｔ．ＸＸＸＶ，ｐｐ．
４７３一４９０

回

　

Ｆ．Ｔｈｅｓｅ，亙客傭お“Ｚｓ
加７ｄ〆”禽 〆 のＺｏ”ｓｄｇｓの”云‐Ｄｏ伽初ｇ‐”８． 《乙幻Ｚｓｏれｄ

’ためす加ＺＺＯ”》．ＬＱ伽α声ｏれ鼠鋤か

　

尺ｏ伽彰増，Ｂゆｓｚ湯 Ｃ
ｉｅ
，ヱＺ８３－ヱ２９３，（１９７

２，Ｐａｒｉｓ），ｐ．
１５４

０７） Ａ冗たれβｓＰαγ迄伽８７２加ぎ陀ｓ；ｔ．ＸＸＸＶ，ｐ．８７

回

　

Ｆ．Ｇｉｒｏ ひれ多た“““ｇｃｏＺｏ霧α定め”ｓｒα粥迄”招酌粥８．Ｌαた例ば旋 風βｃｑｚＢＺｄ
‐ｓ加須－Ｄｏ粥勿ｇ”８，万を４－おり６

　

（１９７０，Ｐａｒｉｓ），ｐ．１９０．ただし， Ｇｉｒｏｄは，１５万人は多すぎると
註記している （ｐ．１９３）．

（１９Ｄ

　

Ａ鷲煽り鮎 ＰＱ”〃伽ｅ”如ぎ陀ｓ，ｔ．ＸＸＸＶＩ１，ＰＰ．
４５８一４６１

（２の

　

Ｇｉｒｏｄ，ｏｐ．ｃＺＺ．，ｐ．１９
３では５万人， ｏｔｔ，ｐ．

４８；Ｔｙｓｏｎ，ｐ．１０；ｌａｍｅｓ，ｐ．
９６では１０万人と書かれている．

似） Ｓａｉｎｔ－Ｍｅｒｙ，Ｄｅｓｃ売り
方ｏれｔ．１，Ｐ．１０６

２ トゥサンｏルヴェルチュール

　

トゥサン（ＦｒａｎｃｏｉｓＤｏｍｉｎｉｑｕｅＴｏｕｓｓａｉｎｔ）は，

８月の蜂起がおこったとき， プレーヌ・デュ・ノー

ルのブレダに居た． 彼は， もともと， ほかならぬ

ノエ伯所有の奴隷であった．トゥサンは８月１４
日

の集会および２２日の蜂起にすでに主謀者のひと

りとして加わっていたとする説もあるが， 最近の

研究の多くは， この点については懐疑的ないし否

定的であって， 彼が蜂起に合流する時点を
ブック

マン処刑の約１ケ月後とするのが普通である（１）．

　

　
　
　　
　
　
　　　

　
　
　
　

もユル
ソ

　

ー

　

．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・

　

ここで， トゥサンの人となりについて簡単にふ

　　　　　

ハ

　　

▲

　

，
、
潔‐ ，‐

◆こ・

　　

も

れておこう．

　

トゥサンの生年は確定できていないが，１７４３年

説，１７４４年説が有力である
（２）」母はポリーヌ（Ｐａｕ‐

１ｉｎｅ）’父るガギーヌ（Ｇａｕｇｕｉｎｅ）といい’ふたり

　

〆 ” 孝 彦 参 事
ともアフリカ西海岸に生まれたが， 奴隷貿易によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，、
リサン＝ドマングに連行され， ノエ伯所有のプラ

ンテーションの奴隷となった． 父方のルーツは現

在のベニンにあったアラダ王朝の首長 （一説では

　　　

図３ トゥサン・ルヴェルチュールの肖像

軍司令官）まで遡ぼることができるという．ゴギー

ヌは若干の土地と５人の奴隷を与えられて， 解放奴隷となった （年次不詳． 一説ではトゥサン７歳

の時）．トゥサンは男５人，女３人の８人兄弟の長男で
あった．ノエ伯はいわゆる「不在プランター」

であって， プランテーションの管理をベョン・ドゥ・リベルタ （ＢａｙｏｎｄｅＬｉｂｅｒｔａｄ（
３）） に委ねてい

た． ベョンは， 管理人としては稀有な開明的で
温厚な人物であったらしく， またことのほかトゥサ

ンを重用し，カトリックの神父につけて読み書き算術を習わせながら，自分の助
手としたほどであっ

た．３４歳の時（おそらく１７７７年頃）， 解
放奴隷となったトゥサンは自ら小さなプランテーションを

所有することとなり， また間もなくスザンヌ（Ｓｕｚａｎｎｅ）という名の黒人女性と結婚した． ス
ザンヌ

にはすでにブラシド （Ｐ１ａｃｉｄｅ） という男の子がいたが， のちトゥサンとの間にはイサック （ｌｓｓａｃ）

とサン＝ジャン （Ｓａｉｎｔ‐ｊｅａｎ） のふたりの男の子が生まれる．

２６
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トゥサンは， 最初からルヴェルチュールと名のっていたのではない． おそらく， 彼が蜂起に合流

してのち， その中心的指導者となった１７９３年頃のことと思われる（４〉． しかし， ルヴェルチュール

（Ｌｏｕｖｅｒｔｕｒｅ．またはＬ
’○ｕｖｅｒｔｕｒｅと綴る場合もある。 トゥサン自身は多くはＬｏｕｖｅｒｔｕｒｅと署名

しているが， まれには じｏｕｖｅｒｔｕｒｅとすることもある） －－ 英訳すれば 《ｔｈｅｏｐｅｎｉｎｇ》 －－ の名

の由来と意味については， これまた定説はない．「前歯が抜けていた」ためとする珍説（？）をはじ
め， いくつかの解釈が試みられているが， 比較的有力なのは，「敵の隊列・陣地を撹乱し突破する」
軍事的才能を謂ったものとする解釈と，「自由（または運命）の扉を開く者」といった， いわば救世
主的イメージを表現したものとする解釈である（５）。とりわけ興味深いのは，後者の解釈に付したコー

ンゴールドの説明である。 彼によれば， ルヴェルチュールの名は， ハイチ黒人が歌うクレオール語
の歌の一節にある

　

《ＰａｐａＬｅｇｂａ，ｏｕｖｒｉｂａｒｒｉｅｒｅｐｏｕｒｍｏｉｎｓ！》－－英訳では 《ＰａｐａＬｅｇｂａ，ｏｐｅｎ
ｔｈｅｇａｔｅｆｏｒｍｅ！》 となる 一一 に由来するという。 ところで， 《ＰａｐａＬｅｇｂａ》 とは， ヴー ドゥー教

の神のひとりであって，「運命の扉」（ＧａｔｅｏｆＤｅｓｔｉｎｙ） の守護神にほかならない（１６）。

　

トゥサン自身はカトリックに篤い信仰を持った人物であり， また， のちに彼によって制定された
「仏領植民地サン＝ドマング憲法」（１８０１年）では， ローマ・カトリックが「公けに表明された唯一

の宗教」（第６条（７））とされたこともあって， トゥサンのヴードゥー教に対する態度は批判的ないし
拒否的であったとされることが多い（８）． しかし，もしコーンゴールドの説明のとおりだとすれば， 少

なくともハイチ革命の初期の段階においては， トゥサンはヴードゥーイズムを許容し， むしろ積極

的にそのエネルギーに依拠しようとしたとみることができるであろうか。

　

ところで，カトリシズムとともに， トゥサンの思想形成において重要な意味をもったものとして，
カエサルやエビクテトスのものをはじめとする多くの書物があったこと， またとりわけ， トゥサン

は， １８世紀フランスの啓蒙思想家レナールの大著『両インド史』を「愛読書」として「くり返し読

んだ」ことが頻々指摘される（９）．『両インド史』－－詳題は『両インドにおけるヨーロッパ人の建設

と通商にかんする哲学的ｏ政治的歴史』（Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ Ｔｈｏｍａｓ Ｆｒａｎｃｏｉｓ Ｒａｙｎａｌ， 冴禽ゎＺ陀 ＰゐＺＺＯＳ‐

の脳ｑｚ‘ＢＢ云Ｐｏ／ＺＺＺｑｚ‘８〆ｅｓ 如腿声ｓの粥”な 湯 〆” の粥“⑦〃〆ｃｅｄｅｓＥ“のめ 鎚ｓ血筋 をｓｄｅｚαＺれ吃ｓ， 初版

１７７２年， 第２版１７７４年， 第３版１７８０年） －－は， 私見によれば，「植民地ないし植民地の問題を
基軸とした『世界史』の試み」であり，「しばしば，１８世紀における『反植民地主義の記念碑』とも

『反植民地主義理論の兵器庫』 とも特徴づけられることがあるように， 近代ヨーロッパの植民地主

義に対する弾効の書（１０〉」であったが， とくにトゥサンとのかかわりでよく引用される有名な箇所は，
第ＸＩ篇第２４章「奴隷制の起源とその発展， 奴隷制を正当化する根拠， これへの反論」中の次の一

文である。

　　

「奴隷たちは， 彼らを抑圧している冒漬的な巽辞を打ち砕くのに， 諸君〔ヨーロッパの人びと〕

　

の寛大も助言も必要としていない． ……黒人たちに欠けているものは， ただ， 彼らを報復と殺教

へと導く勇敢なる指導者だけである．

　　

この偉人， 人類への自然の賜物たるその人はいずこに． 決してクラッススにまみえることのな

　

い、 このスパルタクスの再来はいずこに。 ……（１１）」

例えば， Ｐ・ドゥリラクロワによれば， トゥサンは，「内なる声が私にこう告げた． －－ 黒人は自

由であり， 彼らは指導者を求めている。 それ故， 私が， レナール師が予言したこの指導者にならな
ければならないのだ」と語ったとされており（１２），また，ｊｏファーブルは，「トゥサン。ルヴェルチュー

ルは皮の出現が予言された件のページを好んで示したものだ」 と書いている（１３）。 しかし， これを史

料的に裏付けることはできないし， まことに困難である。 この点， ガストン・マルタンはきわめて

慎重に， トゥサンが 『両インド史』 を読んだ可能性はあながち否定しえないとしても， その時点で
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彼が「黒人のスパルタクス」 たらんとしたかどうかは不確かなことだとしており
｛１４）
， 筆者もマルタ

ンと同意見である． トゥサンは， たしかに 「レナールが
予言した， 黒人の解放を成就すべく予定さ

れた黒人のスパルタクスであった（
１５）」 ということは間違いない． しかし， それは， 結果としてそう

言えるにすぎないのである．

　

「黒人スパルタクス」 トゥサンにとっての 「クラッスス」 は， ほかならぬナポレオンであった．

トゥサンはナポレオンが派遣した軍司令官ル・クレルクの好計によって捕えられ，１８０３年４月７日

ジュラ山脈山中で獄死した． ちなみに， 以来トゥサンの
遺骨はフランスに安置されていたが，１９８３

年，１８０周忌を機会にハイチに返還され
た（１６）．

註

（１） 参加説を採っているのはＳｔｅｗａｒｄ，ｐｐ．２４一２５．他方，ｊａｍｅｓ，ｐ．９０；
Ｃｅｓａｉｒｅ，ｐ．１７９；Ｓｙｍｅ，ｐｐ．２８，

３４；

　

Ｓｔｏｄｄａｒｄ，ｐ．２４６は明確に否定しており，
とくにＳｙｍｅは， トゥサンはブックマンの蜂起に批判的だったとして

　

いる （Ｐ．３２）．

（２） １７４３年説はＳｙｍｅ，ｐ．１９；Ｓｔｏｄｄａｒｄ，ｐ．２４６；Ｒｅｄｐａｔ
ｈ，ｐ．３６のほか， Ｒｏ

ｌａｎｄｌ．Ｐｅｒｕｓｓｅ，丑あわ“ｃｄ Ｄ
ＺｃＺあれα“

　

げ 嵐のする（１９７７，Ｍｅｔｕｃｈｅｎ），ｐ．９９．このうちとくにＲｅｄｐａｔｈは， 月日まで示した説として５
月２０日説，１１月

　

１日説 （トゥサンとは 「方聖」 の意であることから） を紹介している．１７４４年説は，
Ｋｏｍｇｏｌｄ，ＰＰ．２９９－３００；

　

Ｔｙｓｏｎ，ｐ．２３．とくにＫｏｒｎｇｏｌｄは， 牢獄記録に１８０２年の時点で５８歳とあるのを根拠としている． Ｓｔｅｗａｒ
ｄ，ｐ．

　

２３；Ｊａｍｅｓ，ｐ．９０；Ｒｏｄｍａｎ，ｐ．９らは生年を示さずに１７９１年の時点でのおおよその年齢
（４５歳）を記している．

（３） ＢａｙｏｎをＢａｙｏｕ， ＬｉｂｅｒｔａｄをＬｉｂｅｒｔａｓまたは
Ｌｉｂｅｒｔａｔと記す例もあるが， ここでは， 表記のようにした．

（４） 文書史料のなかでトゥサン・ルヴェルチュールの署名が現われるのは１７９３年になってからである．トゥサンが

　

黒人たちに向けて発した１７９３年８月２９日の宣言の冒頭には，「兄弟諸君．私はトゥサン・ルヴェルチュールであ

　

る． 私の名は多分諸君もよく知っていることだろう」 とある． 参照， Ｋｏｒｎｇｏ
ｌｄ，ｐ．１０１；Ｊａｍｅｓ，ｐｐ．

１２５冊１２６；

　

Ｓｔｅｗａｒｄ，ｐ．７５；Ｃるｓａｉｒｅ，ｐ．１９
１．

（５） Ｒｅｄｐａｔｈ，ｐｐ．７４一７５；
Ｋｏｒｎｇｏｌｄ，ｐｐ．１００一１０１；Ｌｅｙ

ｂｕｒｎ，ｐ．２５，ｎ．１６；Ｊａｍｅｓ，Ｐ．
１２６など．

（６） Ｋｏｒｎｇｏｌｄ，ｐ．１０１． 《Ｐａｐａ
Ｌｅｇｂａ》 についてはＰｅｒｕｓｓｅ，ｏｐ．ｃ誌．，ｐ．６１も参照．

（７） ＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｄｅｌａＣｏｌｏｎｉｅＦｒａｎＧａｉｓｅｄｅＳａｉｎｔ－Ｄｏｍｉｎｇｕｅ，ｄｕ１７ａｏ
丑ｔ１８０１，ｄａｎｓ：Ｌα尺βの

‘”飾れお焔””本８

　

窃 ＦＡろｏ励めれゐＺ’β覚超り昭ぽ， 錦顔 貌 Ｄｏｃα伽８れな，（１９６８，Ｐａｒｉｓ），ｔ，Ｘ１，Ｎ
０１８．

（８） 代表的にはｏｔｔ，ｐ．１２８

（９） ｌａｍｅｓ，ｐ．９１；Ｋｏｒｎｇｏ
ｌｄ，ｐ．５７；Ｔｙｓｏｎ，ｐ．

１２など．『両インド史』 研究の
側からの同様の指摘としては， Ａ．

　

Ｆｅｕｇｅｒｅ，ひ７２Ｐ煽粥符ｅ卿 ｄＢ如 尺β〃ｏＺ”Ｚｉｏ”′Ｚ
’Ａｂ屍 尺の７２錫 １７１３一１７９６，（１９２２，Ａｎｇｏｕ

ｌｅｍｅ），ｐ．４１９

（１０） 拙稿「世界史認識と植民地（１）－－レナール『両インド史』の検討をとおして－－」（本誌第３１巻第１号，

　

１９８０年），４頁．また，ディドロの協力執筆については，
大津真作「啓蒙の植民史へのディドロの寄与」（『思想』，

　

Ｎｏ．７２４，１９８４年１０月号，２４７～２６６頁） が詳しい．

（１１） Ｇ．Ｔ．Ｆ．Ｒａｙｎａｌ，丑声わＺだＰ兎ＺＺＯＳゆ
れ幻”ｅｅ『ＰＯＺＺＺＺＱαｅｄｅｓ窮め偽ｓの吻ｇｍｓβＺｄ“ｃｏク碗伽８７８吃ｓＥαのり””ｓ〆”れｓ

　

Ｚｅｓｄｇ媒 加庇ｓ， ｅｄ．，（１７７４，ＬａＨａｙｅ），ｔ．
４，ｐ．２２６．ここでは， 第２版から訳出したが， 初版および第３版との

　

異同， ならびに， 筆者のいう「『両インド史』における植民
地解放主体論」については， 拙稿「世界史認識と植民

　

地（１１）」（本誌第３１巻第２号，１９８１年）を参照されたい．
０２） ＰａｎｐｈｉｌｅｄｅＬａｃｒｏｉｘ，肌β伽ｏｉ陀ｓｐｏ粥 ｓ好む汐 なｒれ声Ｚｏ

ｉ舵 庇 超 尺βのＺ“ＺのれαＢＳ煽れ Ｄｏ粥勿ｇ”ｅ， （１８１９，

　

Ｐａｒｉｓ），ｃｉｔｅｐａｒＴｙｓｏｎ，ｐ．
８５

０３） １．Ｆａｂｒｅ，ＬｅｓＰｇ惚ｓ
ｄｇ超 尺参加Ｚ“≠Ｚｏ”．ＤＢＢ４ｙをｄ

‐Ｃｏ〃〆ｏだ効（１９１０，Ｐａｒｉｓ），Ｐ．５
２５

（１４） Ｇ．Ｍａｎｉｎ，互ｉｓＺＯＺ惚 庇 をｓｃ腐り噌ｅ血筋′ｇｓｃｏ
わばＢＳおα７２”奮然（１９４８，Ｐａｒｉｓ），ｐ．２７７

（１め

　

１ａｍｅｓ，ｐ・２５０

（１６） Ｌｅ 肌ｏ７２ｄＢ，１９８３年３月２２日および４月７日付による．

２８
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３ サン＝ドマングの階級構成

　

これまで筆者は， 黒人奴隷制やプランテーションの在り方について概観しながらも， サン＝ドマ

ングの階級構成については， 言及するのをあえて避けてきた。 それは， ハイチ革命の展開過程にお

ける各層の対応の仕方を念頭におく必要があったからである。 換言すれば， 黒人の蜂起は諸階級間

の対抗関係の在り方を一挙に顕在化させることとなるのである。

　

サン＝ドマングの階級区分として伝統的に採用されてきたのは，「大白人」（ｇｒａｎｄｓｂｌａｎｃｓ），「小
白人」（ｐｅｔｉｔｓｂｌａｎｃｓ）， 「有色自由人」（ｈｏｍｍｅｓｄｅｃｏｕｌｅｕｒｌｉｂｒｅｓ）， 「奴隷」（ｅｓｃｌａｖｅｓ） という４

区分論であり， それはすでに， フランス革命期にみられるものである。 例えば， プリッソは先述の

プランシュランド報告をうけて，１７９１年１２月１日の国民議会で次のように演説している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロ

　

ー

　

カ

　

ル

　　

「サン＝ドマングの騒憂（ｔｒｏｕｂｌｅｓ）の諸原因を考察するなら， この騒憂が地方的な原因による

　

ものであることが判る。 騒憂は， 諸島の人口の多様性， この地において支配的で， 諸個人と集団

　

とを導く世論の多様性に起因するものである． したがって， その多様性について知ることが重要

である。

　

サン＝ドマングの人口は， これを４つの階級（ｃｌａｓｓｅ）に区分することができる。 すなわち， 大

所有を持つ白人コロン （ｃｏｌｏｎｓｂｌａｎｃｓａｙａｎｔｄｅｇｒａｎｄｅｓｐｒｏｐｒｉｅｔｅｓ）， 所有なく勤労によって生

　

活する小白人 （ｐｅｔｉｔｓｂｌａｎｃｓｓａｎｓｐｒｏｐｒｉｅｔ鮎 ｅｔｖｉｖａｎｔ寸ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ）， 所有または誠実なる勤勉

　

さを有する有色自由人 （ｇｅｎｓｄｅｃｏｕｌｅｕｒａｙａｎｔｕｎｅｐｒｏｐｒｉｅｔｅｏｕｕｎｅｉｎｄｕｓｔｒｉｅｈｏｎｎｅｔｅ）， さい

　

ごに奴隷 （ｅｓｃｌａｖｅｓ）， これである。
（１）」

今日の研究の多くも，基本的にこの４区分を踏襲しているといってよい
（２）
。 しかし，これにいくら

か加工を施した独自の階級区分も試みられている． 例えば， ミシェルは「小白人」と「有色自由人」

とを「中階階級」として一括した３階級区分論を（３）， オットは， 同じく３区分だが，「大白人」と「小

白人」を「白人」に一括した論を（４）， また， ウィリアムズは，「大白人」を内部の利害対立を考慮し

てさらに２つの層に分けた５区分論を提示しているのである（５）。こうした独自の階級区分が，４階級

区分の変型として構想されることになる究極の要因は， ひとつに 「大白人」 の， いまひとつに 「有

色自由人」の利害の錯綜， 多様性にあると思われる。

　

そこで以下では， とくに 「大白人」 と 「有色自由人」に関してやや詳しく論及しながら， 階級構

成を概観することとしたい．
植民地社会の頂点に位置するのは， 大規模プランテーションの所有者， 大貿易商人， 総督をはじ

めとする文９武の上級官僚などからなる 「大白人」 である， 彼らは一様に， 本国における革命の進

行， またとりわけ，「人権宣言」の原理が植民地にまで波及して黒人奴隷制が廃止される動きを警戒

し， これを阻止しようとする。「大白人」の利害を本国で代弁したのが， 国民議会に議席を占めるこ

ととなったいわゆる「サン＝ドマング代議員」（６名）と「フランス植民者連絡協会」（Ｓｏｃｉｅｔ６Ｃｏｒｒｅ‐

ｓｐｏｎｄａｎｔｅｄｅｓｃｏｌｏｎｓＦｒａｎＧａｉｓ， 通称 「マシャック。クラブ」ｌｅＣ１ｕｂｄｅｌ
’Ｈ６ｔｅＩＭａｓｓｉａｃ） であ

る（６）。

　

「大白人」は本国が定める植民地制度に全面的に同意していたのではない． とりわけ不満だった

のは， コルベール以来採用されてきた 「排他制」（ＳｙｓｔｅｍｅｄｅｒＥｘｃｌｕｓｉｆ） である（７）。１８世紀後半，

わけても７年戦争以降になって幾分緩和されたとはいえ， 植民地の対外貿易は重大な制約の下に

あったからである． 革命前夜の時点での「緩和された排他制」（１
’Ｅｘｃｌｕｓｉｆｍｉｔｉｇｅ）の内容を，１７８４

年８月３０日の裁定によって示せば，次のとおりであった。植民地貿易においては原則として，植民
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地産品を本国以外へ輸出することおよび植民地に外国産品を輸入することを禁止し， また植民地＝

本国間の海上輸送はフランスの船舶に限ることとする．ただし， サン＝ドマン グにあってはル・カッ

プ， ポール・ト・プランス， し・ケーユの３港， マルチニックのサン＝ピエール， ガドルー
プのポ

ワン＝夕＝ピトル， トバゴのスカルバブフ， サント＝リュシーのカレナージュの都合７港を「開港」

（ｅｎｔｒｅｐ６ｔ）とし， これらの港都に限っては， 家畜， 木材， 皮革， 毛皮， 樹脂， タール， 石炭， 塩漬

牛肉・魚肉， 米， トウモロコシ， 野菜 （以上輸入）， 糖密， ラム酒， ヨーロッ
パ産品 （以上輸出） の

品目について外国との取引きを許可する．－－輸入許可品目から穀物と黒人奴隷が，また輸出許可

品目からは砂稀唐， コーヒー， インディゴ， コトンなどの仏領西インド植民地の基軸的商品が除外さ

れていることにあらかじめ注意されたい．

　

しかるに，１７８９年３月３１日， 当時のサン＝ドマン
グ総督デュ・シロォは外国産の穀物とビスケッ

トの輸入を６月３０日までの向こう３箇月間， また「開港」に限って許可する旨布告し， ついで同年

５月９日には， １７８９年８月１日から１７９４年８月１日までの５年間， 南部州のレ・ケーユ， ジェレ

ミー， ジャクメルの３港について，１７８４年裁定による許可品に加
えて黒人奴隷， 穀物， 塩漬食品の

輸入， 砂稀唐その他の植民地産品の輸出を許可する旨布告したのだった．
前者は本国における穀物危

機によってサン＝ドマングヘの供給が激減することが予想されたための， いわば「緊急避難」 的措

置といえなくもないが， 後者は 「排他制への公然たる違反」を意味していた
（８）
．

　

筆者自身の検討によれば， フランス旧植民地体制は構造的矛盾をかかえており， それは， サン＝

ドマングを中核とする仏領西インド植民地への「供給問題」（ｒａｖｉｔａｉｌｌｅｍｅｎｔ） において集中的に現

われている．フランスの旧植民地体制は，これを１８世紀後半，す
なわち七年戦争によってカナダを

喪失し， 東インドにおいても既得の権益から大幅な後退を余儀なくされた時点でみるならば， 西
イ

ンド植民地をほとんど唯一の構成部分とするものであった．ところで，これらの西インド植民地は，

砂糖， コーヒー， インディ ゴ， コトンなどの熱帯性産品をモノカルチャー的に栽培することにこそ

意味があるとみなされたから， 副次的食料品として栽培されたマニオク， トウモロコシ，
バナナな

どを除けば， ほとんどすべての食料と生産手段は植民地の外に求めなければならなかった． し
かる

にフランスは， 仏領西インドにおける再生産を保障するのに不可欠な供給問題を， その旧植民
地体

制の枠内では決して十全に解決しえたのではなかったのである． フランスが結局， 部分的とはいえ

「排他制」 を緩和せざるをえなかった事実が， この間の事情を有弁に表明しているといってよかろ

う． タラードによれば，１７８８年仏領西インドの 「開港」 に入港した
船舶のうち， フランス船は４０９

隻だったのに対して， 合衆国， スペイン， イギリスなどの外国船は１，９３５隻にも達している． この

数値は，「排他制」の下での密輸の盛行をも同時に暗示するものである． 密輸は， 事柄の性格
上， 統

計的数値をもって示すことはできないが，「１８世紀における西インド諸島の貿易の本質的要素をな

した」 ことは， 同時代人の指摘にもみられるところである． ハイチ革命前夜に限定すれば， 同じ
タ

ラードの研究によれば， フランスから西インド植民地への穀物輸出量は１７８７年で２７０，４４１樽（うち

サン＝ドマングヘは１９９，２３６樽） だったが， １７８９年には２０，５１０樽
（同１５，９７４樽） へと激減した

（９）
．

不足分を補ったのは外国との密輸であり， あるコロンは１７９０年初頭に本国の娘に宛てて，「心配要

りません． 私たちは， イギリスが供給してくれているお陰で
パンには不足していませんから． イギ

リスなしでは私たちは餓死してしまうでしょう（１０）」 と書送っているのである． けだし， 今やフラン

スに残されたほとんど唯一の， しかし通商上はもっとも価値の高い植民地たる仏領西インドに対し

て， 重商主義的・植民地主義的収奪を強化することは， 同時に 「排他制」 の空洞化
＝フランス旧植

民地体制の弛緩を惹起せざるをえず， かくして， フランス旧植民地体制の構造的矛盾は解消される

どころか増幅するほかないという悪循環を生み出したのである（１１）．

３０
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「大白人のフロンド」は， こうした背景をもっていたが， 一層重要なことは， それが貿易上の問

題にとどまらず， 政治的分離運動とも連動していたことである． すなわち， 北部州の白人コロンが

まず同ヒ部州の排他的権力機関」を標梼して「サン＝ドマング北部州議会」（ＡｓｓｅｍｂｌｅｅＰｒｏｖｉｎｃｉａｌｅ

ｄｕＮｏｒｄｄｅＳａｉｎｔ－Ｄｏｍｉｎｇｕｅ） を組織したのをはじめ， さらに１７９０年４月１５日には全サン＝ドマ

ングを包括する植民地議会として， 「仏領サン＝ドマング全体議会」（Ａｓｓｅｍｂｌｅｅ Ｇｅｎｅｒａｌｅ

　

ｄｅ

　

ｌａ

ＰａｒｔｉｅＦｒａｎｃａｉｓｅｄｅＳａｉｎｔ－Ｄｏｍｉｎｇｕｅ

　　

議会が西部州のサン＝マルクで開催されたため「サン＝

マルク議会」とも俗称された） が発足するに至るのである。「サン＝マルク議会」は１７９０年５月２８

日に「サン＝ドマング憲法」を独自に制定して，「内政に関する法制定権は仏領サン＝ドマングに在

る。 国民議会は， 先行の諸法令， 就中人権宣言により祝聖された諸原理を破棄せずして， サン＝ド

マングの内政に関する法の制定をなしえない． 通商その他の諸関係については， 当事者間に新らた

な契約が締結されるものとする」（前文），「国民議会の法令は，全体議会の同意がなければ実施され

ない」（第６条） などとうたい， さらに７月２０日には，「サン＝ドマングの全港を外国に開放する」

ことをも決議したのであった（１２）．

　

本国議会は１７９０年１０月１２日，「サン＝マルク議会」の解散を決議し， これに代わる新しい植民

地議会の編成を命じた。 その新しい植民地議会が， 先のヌフシャトォの書簡やプランシュランド報

告に「植民地全体議会」または「全体議会」などと出てくる「サン＝ドマング全体議会」（Ａｓｓｅｍｂｌｅｅ

ＧｅｎｅｒａｌｅｄｅＳａｉｎｔ‐Ｄｏｍｉｎｇｕｅ） である． 開催地をル・カップに移して改編された植民地議会の政治

的傾向は， しかし， 旧来のそれとほとんど変わるところがなかったのであり， それは， 黒人蜂起へ

の対応の在り方にみられたとおりである。

　

サン＝メリの推定で２８，０００人からなる「有色自由人」は， 前々稿でふれたように，「黒人法典」

の解放規定による 「解放奴隷」（ａｆｆｒａｎｃｈｉ）， 白人との通婚によって自由身分となった 「混血児」

（ｍｕｌａｔｒｅ）などからなる．「有色自由人」の一部は旧奴隷主のプランテーションに所属するが， 多

くは， 若干の土地と奴隷を所有して小規模なプランテーションを経営している。 サン＝ドマングの

全体では， 彼らは「全奴隷の３分の１と全農場の４分の１を所有している
（１３）」とも， あるいは 「土

地の１０分の１と５万人の奴隷を持っている（１４）」ともいわれる。 有色の有産階級たる 「有色自由人」

は， 少なくとも経済的には，「小白人」と同質化しつつあると考えられる． 両者を敵対させているも

のは， 純粋に「色」の問題である． 他方， 黒人奴隷に対しては， 等しく有色人であることによって

共感を寄せることもなくはないが， 同時に， 社会的・経済的立場の違いを露骨に表明し敵対するこ

とも少なくない．

　

「有色自由人」の主張はきわめて単純かつ明解である． すなわち， 例えば端的には，１７９１年１月

３０日の国民議会に提出された公開状に述べられているように，「有色自由人」の「自由」は現行法た

る「黒人法典」 の諸条項が明記しているところである。 したがって， 能動市民たる「有色自由人」

は「人権宣言」 が定める諸権利を享受しうるはずであり， わけても， その保証として， 国民議会お

よび植民地議会への代表権が承認されてしかるべきである（１５）。

　

フランス本国では， 混血児のヴァンサンｏオジェ （Ｖｉｎｃｅｎｔｏｇｅ） とジュリアン・レイモン （Ｊｕｌｉｅｎ

Ｒａｙｍｏｎｄ）のふたりが， 国民議会，「マシャック・クラブ」，「黒人の友の会」などへの要請行動を精

力的に続けていたが， 徒労に終っていた。 しかるに， １７９０年１０月にサン＝ドマングに帰島したオ

ジェは，彼の兄弟や混血児のシャヴァンヌら数百人とともに蜂起したが，捕えられ，処刑された（１７９１

年３月９日）．オジェとシャヴァンヌの処刑がきわめて残酷な方法で執行されたこともあって
｛１６）
，こ

の「オジェ事件」は，１７９１年５月になって国民議会が「有色自由人」の参政権問題をはじめて本格

的に論議するひとつの契機となった。１７９１年５月の論争については旧稿でややたちいって検討した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１



浜

　　　

忠

　

雄

ことがあるので詳細は省くが，さしあたり次の２点が重要である，第１．５月１５日の法令ははじめ

て「有色自由人」の参政権を承認した． ただし，「自由人を父母とする者」という限定が付された
た

め， この法令の実施によって参政権を行使できるのは， わずか４００名と
推定され，「有色自由人」に

とってはきわめて不満な内容であった． 第２． この論議の過程で特別に発言を許されたレイモンは

次のように演説した．「諸君は，われわれが能動市民たる資格を得たとき，
黒人奴隷と互いの救済の

ための同盟を組むとでも考えるのか。 否， たとえ黒人が蜂起してもわれわれは蜂起しない．
黒人を

奴隷制の下で維持することに利害をもつ有色自由人は白人と同盟することであろう．」（傍点筆者
｛１７））

　

先のプランシュランド報告にあった北部州の「有色自由人」 の対応＝共同の申し出も， この「白

人＝有色自由人同盟」論と軌を一にしたものであるが，１７９１年９月１１日には，西部州の州都ポール・

ト・プランスの白人と 「有色自由人」 との間でひとつの協約が締結されるに至った． 全１１箇条から

なる協約は， 北部の黒人蜂起が西部にも波及しつつある切迫した状況下で，
「共通の敵」に対処すべ

く，「有色自由人」が提示する諸要求を白人側が受諾するという形でまとめられて
いる． 主要な点を

列挙しよう． ①白人市民と有色市民は提携をなす． ②白人市民は５
月１５日の法令－－未だ公式に

は報知されていないが－－の施行に決して反対しない． ③有色市民は植民地議会に代表権をもつ．

④人権の剥奪は廃止され， オジェ， シャヴァンヌらの人権と名誉の回復をはかる． ⑤信書の秘密，

出版の自由を保障する｛１８）．

　

国民議会が最終的にすべての「有色自由人」の政治的諸権利を承認したのは，１７９２年３月２４日の

法令によってであり， 彼らは， 国王がこの法令を批准した日（１７９２年４月４日）にちなんで，
「４月

４日の市民」（ｃｉｔｏｙｅｎｄｕ４ａｖｒｉｌ） と呼ばれた． ともあれ， このようにして 「有色自
由人」は， 黒

人蜂起をきっかけとして， かつまたこれに敵対することによってはじめて， 自らの「自由」を《
ｄｅ

ｆａｃｔｏ》 なものとして獲得しえたのである．
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